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（
町
民
税
務
課
）

　
会
社
の
倒
産
や
解
雇
等
に
よ
り
離

職
さ
れ
た
方
は
、
国
民
健
康
保
険
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
は
、

次
の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
対
象
者

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

	

（
倒
産
・
解
雇
等
に
よ
る
離
職
）

②
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

	

（
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
）

　
と
し
て
失
業
給
付
を
受
け
る
方

○
申
請
方
法

　	
公
共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
）
で
発
行
す
る
雇
用
保
険
受
給

者
証
を
持
参
の
う
え
、
町
民
税
務

課
②
窓
口
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※	

離
職
日
に
よ
っ
て
軽
減
さ
れ
る
期

間
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
申
請
の

際
に
確
認
く
だ
さ
い
。

※	

す
で
に
申
請
さ
れ
て
い
る
方
は
、

新
た
に
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

倒
産
・
解
雇
等
に
よ
り
離
職

さ
れ
た
方
の
国
民
健
康
保
険

税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

	

（
町
民
税
務
課
）

　
平
成
30
年
度
の
個
人
町
県
民
税

（
住
民
税
）
は
、
平
成
29
年
中
の
所

得
を
も
と
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
特
別
徴
収
（
給
与
天
引
き
）
の
方

は
、
５
月
中
旬
に
勤
務
先
へ
税
額
決

定
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

　
ま
た
、
普
通
徴
収
（
各
自
で
納
付
）、

年
金
特
徴
（
年
金
天
引
き
）
の
方
は

６
月
中
旬
に
税
額
決
定
・
納
税
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。

■�

平
成
30
年
度
の
町
県
民
税
証
明
書

の
交
付
に
つ
い
て

　
個
人
町
県
民
税
の
所
得
証
明
書
や

課
税
証
明
書
、
非
課
税
証
明
書
な
ど

の
交
付
開
始
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　五霞町の旬の情報を 町公式Facebook、Twitter、LINE@　で発信しています　

平
成
30
年
度
個
人
町
県
民

税
の
税
額
通
知
書
を
発
送
し

ま
す
	

（
町
民
税
務
課
）

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
納
税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、

納
期
限
５
月
31
日
（木）
ま
で
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　
納
付
後
は
、
納
税
証
明
書
と
車
検

証
を
必
ず
一
緒
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。

　
心
身
に
障
害
の
あ
る
方
が
所
有
す

る
軽
自
動
車
、
ま
た
は
、
心
身
に
障

害
の
あ
る
方
と
生
計
を
共
に
し
て
い

る
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
で
、
一

定
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
納

期
限
で
あ
る
５
月
31
日
（木）
ま
で
に
申

請
す
る
こ
と
で
、
軽
自
動
車
税
が
減

免
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
自
動
車
税
の
減
免
申
請
と

の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

○
減
免
申
請
時
に
持
参
す
る
も
の

　
障
害
者
手
帳
、
運
転
免
許
証

　	

納
税
通
知
書
、
納
税
義
務
者
の
個

人
番
号
カ
ー
ド
、
ま
た
は
、
通
知

カ
ー
ド
、
納
税
義
務
者
の
身
元
確

認
書
類
、
印
鑑

※	

減
免
申
請
書
は
、
町
民
税
務
課
④

窓
口
に
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

軽
自
動
車
税
の
納
付
と
減
免

の
申
請
に
つ
い
て

№ 対　象 開始日

① 個人町県民税が全額給与
から差し引かれる方

5/14
（月）

②

①に扶養されている方
※�収入がある方などは、
6/13（水）になる場合
があります。

③
①、②以外の方（各自で納
付される方、年金から差
し引かれる方など）

6/13
（水）

	

（
健
康
福
祉
課
）

　
「
食
」
を
中
心
と
し
た
健
康
づ
く

り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養
成
の
た
め
、

五
霞
町
食
生
活
改
善
推
進
員
養
成
講

習
会
を
実
施
し
、
食
生
活
改
善
と
健

康
づ
く
り
の
た
め
の
各
種
講
義
や
調

理
実
習
等
約
20
時
間
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
受
講
し
ま
し
た
。

　
２
月
16
日
の
閉
講
式
に
て
修
了
証

書
が
手
渡
さ
れ
、
新
た
に
４
名
の
食

生
活
改
善
推
進
員
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
五
霞
町
食
生
活
改
善
推
進
会
で
は
、

新
し
い
推
進
員
が
加
入
す
る
こ
と
で
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
住
民
の
健
康
づ
く

り
の
た
め
の
活
動
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
☎
（84）
１
９
１
０
（
直
通
）

	

（
生
活
安
全
課
）

　
５
月
16
日
（水）
午
前
11
時
頃
に
、
防

災
行
政
無
線
を
使
用
し
て
、
次
の
内

容
の
試
験
放
送
を
行
い
ま
す
。

・
放
送
内
容

「	

こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト

で
す
。
」
×
３
回

・	

五
霞
町
以
外
の
地
域
で
も
、
全
国

的
に
様
々
な
情
報
伝
達
手
段
で
試

験
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

・	

試
験
当
日
、
災
害
発
生
や
気
象
状

新
し
い
食
生
活
改
善
推
進
員

（
ヘ
ル
ス
メ
イ
ト
）が
誕
生
し

ま
し
た

防
災
行
政
無
線
に
よ
る
全
国

一
斉
情
報
伝
達
訓
練

況
に
よ
り
、
中
止
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
く
ら
し
安
心
Ｇ

　
☎
（84）
３
６
１
８
（
直
通
）


